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病院報告における病床別患者数の記入方法について 
 

 

 病院報告につきましては、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

 病院報告調査票の記入方法につきましては、記入要領に記載のとおりですが、今般、

新型コロナウイルス感染症の関係で複数の自治体から照会があり、以下のとおり回答し

ていますので、お知らせします。 

 

 

・ 感染症病床に入院させるべき患者（新型コロナウイルス感染症など）については、

感染症病床以外の病床に入院していたとしても「感染症病床」の患者として計上す

ること 
 

・ 患者数が許可（指定）病床数を上回る場合には、備考欄に上回った理由を記入する

こと 
 

 

 なお、この取扱いをした場合、既にご提出頂いた調査票について訂正の必要が生じた

際は、令和３年２月末までに訂正報告をご提出頂くようお願いします。 
 
 
 

                 担当 厚生労働省 
                                   政策統括官付参事官付保健統計室 

                        医療施設統計第二係 佐久間 

                             Tel:03-5253-1111 内線 7522 

                         e-mail:hospryo@mhlw.go.jp 
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医療法（抜粋） 

第七条第二項 

二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類

感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に

規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するも

のに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類

感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含

む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものを

いう。以下同じ。) 

 

 

医療法施行規則（抜粋） 

第十条  

病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所さ

せるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第一号から第四号ま

でに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。 

四 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。 

 

 

 




